
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

私たちが暮らす柏崎市は、三階節で名⾼い⽶⼭を
始め、⿊姫⼭、⼋⽯⼭、⻄⼭連峰などの美しい⼭々
や、福浦⼋景に代表される４２㎞の⾵光明媚な海岸
線、国指定重要無形⺠俗⽂化財「綾⼦舞」を始めと
する地域に根ざした伝統⽂化、荻ノ島に代表される
茅葺環状集落や北国街道沿いの趣のある妻⼊りのま
ち並みなど、個性的で多様な景観が数多く残されて
います。 

景観は、それぞれの地域に暮らす住⺠の⼀⼈ひとりが、そのまちの⾃然や歴史、そ
こに刻まれた⼈々の記憶や⽣活⽂化を⼤切に守り、育て、創り上げていくものです。 

本市は、こうした地域固有の魅⼒ある景観資源を守り、さらに磨きをかけ、その
特⾊をいかしたまちづくりを推進するため、平成２７年４⽉に景観法に基づく景観
⾏政団体に移⾏し、この度「柏崎市景観計画」を策定しました。本計画は、景観形
成の⽬標像を「歴史と⽣活⽂化が織りなすまち 柏崎」とし、これを実現するため
の基本的な⽅針、重点的・先導的に景観形成に取り組む重点地区など、景観まちづ
くりの推進⽅策を定めています。また、市内全域で良好な景観の誘導を進めるため、
建築物や⼯作物のデザイン・⾊彩などのルールも明らかにしています。 

良好な景観形成は、⾏政だけで成し得るものではありません。市⺠並びに事業者
とともに、本計画に定める施策の⼀つひとつを着実に推進し、柏崎らしい素晴らし
い景観を創り上げていきたいと考えています。そして、この取組によって、ふるさ
と柏崎に対する愛着と誇りが育まれ、居⼼地の良いまちづくりにつながっていくも
のと確信しています。 

終わりに、本計画の策定に当たり、多⼤なるご尽⼒をいただきました柏崎市景観
計画策定委員会の委員の皆様を始め、ワークショップや説明会、アンケート等を通
じて貴重なご意⾒をいただきました多くの市⺠の皆様に⼼からお礼申し上げます。 

平成２８年３⽉ 

柏崎市⻑ 会 ⽥   洋 
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本市は、⽶⼭、⿊姫⼭、⼋⽯⼭及び⻄⼭連峰の⼭々や、全⻑42㎞に及ぶ変化に富んだ海岸線、
先代から受け継いだ各地域の歴史・⽂化など、多くの魅⼒的な景観資源を有しています。 

⼀⽅で、⼈々の⽣活様式の多様化や産業構造の変化に伴い、本市の景観を取り巻く環境は⼤き
く変わり、⼭林や農地の荒廃、空き地・空き家の増加など、潤いのある⾃然景観や柏崎らしい雰
囲気のあるまち並み等の景観が損なわれているところも⾒受けられます。 

本市と同様の課題が全国的に増加する中、平成16年に我が国初の景観に関する総合的な法律で
ある「景観法」が施⾏されました。全国各地で景観に対する関⼼が⾼まるとともに、より個性的
で魅⼒あるまちづくりに向けて、市⺠・事業者・⾏政の協働による景観まちづくりが求められる
ようになりました。 

このような状況を踏まえ、本市においても柏崎らしい良好な景観を守り、育て、地域のまちづ
くりにいかしていくため、平成18年の「柏崎らしい景観51選」の選定を始め、景観講演会やシン
ポジウムの開催、地区別ワークショップの実施など、景観まちづくりの取組を進めているところ
です。 

また、本市は、平成27年4⽉1⽇に景観法に基づく景観⾏政団体※に移⾏し、⾃ら景観⾏政を担
うことができるようになりました。景観⾏政団体は、景観計画を策定することにより、建築物や
⼯作物の形態、⾊彩・デザインなどについて、法に基づく規制誘導を⾏うことが可能となります。
本市では、景観まちづくりの指針となる景観計画を策定することで、市⺠・事業者・⾏政が⼀体
となって柏崎らしい景観を創り上げていくことを⽬指しています。 

 
※景観⾏政団体は、良好な景観形成に向けて、景観計画の策定や景観条例の制定など、景観法の制

度を活⽤した独⾃の景観施策を⾏うことができる地⽅公共団体です。都道府県や政令指定都市、
中核市は⾃動的に景観⾏政団体となりますが、それ以外の市町村は都道府県知事との協議により
移⾏することができます。 
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柏崎市景観計画は、本市の景観形成の基本的な⽅向性を明らかにし、これまで推進してきた景
観まちづくりの取組を充実・強化することを⽬的に策定します。 

また、本計画は、市⺠⼀⼈ひとりの景観形成に向けた意識を⾼め、市⺠・事業者・⾏政の共通
認識のもと、それぞれが協働して具体的な景観まちづくりへの⾏動を起こすきっかけとなるよう、
以下の３点を主な狙いとしています。 

 
 

（１）良好な景観の保全・形成に向けた指針の提⽰と共有 

景観形成の基本的な⽅針や景観を誘導するためのルールを明らかにし、市⺠・事業者・⾏政の
間で共有を図ります。 

 
 

（２）景観形成に向けた市⺠⼀⼈ひとりの意識の醸成 

計画内容を周知し、市⺠・事業者・⾏政の協働による景観まちづくりの普及・啓発を促進する
ことで、景観形成に向けた市⺠⼀⼈ひとりの意識の醸成を図ります。 

 
 

（３）実効性のある法制度の活⽤ 

景観計画の策定や景観条例の制定により、良好な景観の誘導を図るとともに、協働による景観
まちづくりを実現するため、景観法等の実効性のある法制度や仕組みを活⽤します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

景観とは、地域の⾃然や歴史、⽂化等を背
景に、⼈々の⽣活や経済活動の積み重ねによ
りつくられていくものであり、地域の個性や
特⾊を表すものです。 

また、景観は、眺める対象である “景”と、
それを眺める⼈の⾏動である“観”で表され
るように、⽬に⾒える⾵景や景⾊だけではな
く、⾒る⼈が「美しい」、「落ち着く」など、
好ましく感じたりする感覚等も含めて、⼀体
となって⾒えてくるものといえます。 

？ 景観とは 
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景観形成は、単に視覚的に美しいものを守るというだけでなく、地域の⼈々が豊かで快適な⽣
活を送ることができる「地域づくり」や「まちおこし」につながるものです。 

良好な景観形成を推進することにより、主に以下のような効果が期待されます。 
 

（１）住みよい⾝近な住・⽣活環境の創出 

緑豊かな景観や落ち着いたまち並みは、⽇々の⽣活に潤いと安らぎを与えてくれるものです。
建築物等の景観誘導により市⺠の⾝近な住環境を守るとともに、魅⼒的な景観形成を展開してい
くことで、快適な⽣活環境の創出が期待されます。 

 
 

（２）郷⼟への愛着や誇りの醸成とまちの持続的な発展 

景観まちづくりの取組は、⾝近なまちの魅⼒を再認識し、地域の課題を改善していく活動です。
住⺠⾃らが景観まちづくりに積極的に参画することで、⽇常のなにげない景観に対する新たな気
づきを得ることができます。まちの景観が美しくなることにより、郷⼟への愛着や誇りを醸成し、
まちの持続的な発展が期待されます。 

 
 

（３）交流⼈⼝の増加と地域経済への波及 

魅⼒的な景観形成により、まちの資産価値が⾼まり、観光の活性化やにぎわいの創出、商業の
振興等による交流⼈⼝の増加が促進され、景観形成に関わる建築・⼟⽊・農林⽔産業等の地域経
済の活性化が期待されます。 

美しく豊かな景観は、地域の貴重な資源であるとともに、都市の魅⼒を向上させ、多くの来訪
者を惹きつける⼒を有しています。 
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柏崎市景観計画は、「市⺠参加のまちづくり基本条例」や「柏崎市総合計画」に則し、「柏崎市
都市計画マスタープラン」を始めとする各種関連計画との整合・連携を図りながら、本市の景観
形成に関する総合的な⽅策を⽰すものとして位置付けます。また、本計画は、景観法第８条の規
定に基づく法定計画として、景観法を活⽤するために必要な事項を定めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-1 柏崎市景観計画の位置付け 
 
 

表1-1 景観法第8条の規定に基づき景観計画に定める事項 

法の位置付け 項 ⽬ 記 載 

努⼒義務事項 ●良好な景観の形成に関する⽅針 
（法 第8条 第3項） 第4章 

法定必須事項 

●景観計画の区域 
（法 第8条 第2項 第1号） 第4章 

●良好な景観の形成のための⾏為の制限に関する事項 
（法 第8条 第2項 第2号） 第5章 

●景観重要建造物⼜は景観重要樹⽊の指定の⽅針 
（法 第8条 第2項 第3号） 第7章 

法定選択事項 

●屋外広告物の制限に関する事項 
（法 第8条 第2項 第4号 イ） 第8章 

●景観重要公共施設の整備に関する事項 
（法 第8条 第2項 第4号 ロ、ハ） 第9章 
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図 2-2 平均気温及び平均降⽔量（H17〜26 の平均）

 

 

 
（１）地勢 

本市は、新潟県のほぼ中央部に位
置し、北⻄側は⽇本海に⾯していま
す。海岸線は42㎞におよび、その南
⻄側は出⼊りの激しい磯浜海岸で、
福浦⼋景に代表される景勝地となっ
ています。⼀⽅、北東側は、⻑い砂
浜と遠浅の海岸が続いています。 

海岸沿いには砂丘地が広がり、鵜
川、鯖⽯川、別⼭川の流域に広がる
内陸の柏崎平野に連続します。河川
は多くの⾕筋を形成し、柏崎平野と
⼀体の豊かな⽔⽥地帯を⽀えており、
市の南⻄から東部にかけての⼭岳地
帯を⽔源としています。 

⼭岳地帯には、⽶⼭、⿊姫⼭、⼋
⽯⼭及び⻄⼭連峰などの⼭々が連な
ります。 

 
 

（２）気候 

年間平均気温は 14℃、年間平均最
⾼気温も 17℃と⽐較的穏やかな気
候ですが、夏に晴天が多く、冬の降
雪量が多い⽇本海側気候に属するた
め、約 2400 ㎜の年間降⽔量の約
50%を冬季の降雪が占めています。
特に⼭岳地帯とその周辺には、特別
豪雪地帯に指定されている地域があ
り、その平均積雪量は 300 ㎝に達し
ます。⼀⽅、海岸地帯は、年間を通
じて⾵が強く、特に北⻄の季節⾵が
激しい冬季の積雪は少ない特徴があ
ります。 

図 2-1 柏崎市の位置 
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（３）⼟地利⽤ 

本市の広さは東⻄27.4㎞、南北40.2㎞で、総
⾯積は442.03㎞2です。地⽬別⼟地利⽤⾯積では、
66％を森林原野が占めており、⽥・畑が12％、
宅地が5％となっています。そのうち、宅地の内
訳は住宅地33％、⼯業地15％、商業地4％となっ
ています。 

農地の転⽤は、平成19年に発⽣した新潟県中越
沖地震の影響で、住宅への転⽤が⼀時的に増加し
た以降、⼤きな変動はなく安定しています。 

 
 

（４）歴史 

本市では、縄⽂時代の剱野⼭遺跡群や、稲作開始期の様⼦が残る弥⽣時代の下⾕地遺跡、8世紀
以降に栄えた軽井川南製鉄遺跡など、古くからの営みが確認されています。 

中世には、佐橋荘、宇河荘など現在の地名の元になった荘園経営が⾏われ、また、戦国時代に
は多くの城が築かれ、琵琶島城の宇佐美⽒、北条城の北条⽒などが活躍しました。 

江⼾時代に⼊ると北国街道の発達とともに関所や宿場が置かれ、港を含めた交通の要衝となり
ました。北前船の海運や縮⾏商、新⽥開発による⽶の増産を背景にした豊かな経済と⼈々の交流
は、中央からの⽂化の移⼊を促しました。 

明治になると数度の⼤⽕に⾒舞われたことで、⽡葺きや⼟蔵造りの建物が増え、⽕防線を設け
るなどまち並みが変化していきました。また明治30年代には、市内および周辺市町村の産油地を
背景に、柏崎駅周辺で⼤規模な製油業が起こり、製油関連の機械⾦属⼯業を始めとする多くの産
業が⽣まれ、柏崎の近代化を牽引しました。 

その後、平成17年に刈⽻郡⾼柳町、同郡⻄⼭町と合併し、現在の柏崎市となっています。 
⽂化⾯では、500年ほどの歴史を持ち、古歌舞伎の様相を伝える綾⼦舞（国指定重要無形⺠俗

⽂化財）を始め、陸海の運輸がもたらした富と⽂化の交流は、松尾芭蕉や⽊喰上⼈などの来柏や、
「俳諧柏崎」、「柏崎四⼗⼋題」などの⽂学作品に現れています。また県内の広い地域に分布する⽶
⼭講のほか、稲⾍送り、紙漉きなど、⾃然と密接に結びついた信仰や⼯芸が伝えられています。 

 

 

図 2-3 地⽬別⼟地利⽤⾯積 

下⾕地遺跡 出⼟品 軽井川南製鉄遺跡 製鉄炉 
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（１）⾃然景観（⼭岳・⼭林・海岸線など） 

本市のシンボルである⽶⼭を始め、⿊姫⼭や⼋⽯⼭、⻄⼭連峰などの緑豊かな⼭岳景観が市街
地の背景となっています。また、これらの地域には、ブナ林やカタクリなどの群⽣が広範囲にわ
たって分布しています。 

⼀⽅、全⻑42㎞に及ぶ海岸部は、福浦⼋景に代表される変化に富んだ景勝地、⽇本海に沈む⼣
⽇など、多様な海岸景観を形成しています。 

沿岸部を含む⽶⼭地域⼀帯は、佐渡弥彦⽶⼭国定公園及び⽶⼭福浦⼋景県⽴⾃然公園に指定さ
れており、本市の豊かな⾃然景観を特徴づけています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）市街地景観（都市・交通拠点・公園など） 

本市の都市活動の拠点となる中⼼市街地では、東本町や柏崎駅前など、再開発により整備され
た近代的な景観を有する⼀⽅で、本町周辺には、多くの⼩路や社寺等の歴史・⽂化資源も残って
います。 

また、市街地内にある街路樹等の緑が潤いのあるまち並みを演出しているほか、周辺部には、
⾚坂⼭公園や鯖⽯川改修記念公園等のまとまりのある緑が憩いの場として存在しており、魅⼒的
な都市景観を形成しています。 

 
 
 

⽶⼭ 鴎ヶ⿐（福浦⼋景） 

東本町 ⽂化会館アルフォーレ 
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（３）歴史・⽂化的景観（暮らし・営み・活動など） 

歴史的には、北国街道の宿場町として、また、北前船の寄港地としても栄えたところであり、
街道沿いの海岸部には、往時の⾯影を残す妻⼊りのまち並みや歴史的景観資源が多く残っていま
す。 

⼭間部では、荻ノ島に代表される茅葺環状集落や棚⽥など、豊かな⾃然を背景とした地域の営
みや暮らしが感じられる⽂化的景観を⾒ることができます。 

また、国指定重要無形⺠俗⽂化財でもある綾⼦舞を始め、市内各所で地域の伝統や⽣活⽂化を伝
える祭りや催し等が⾏われており、まち並みや⾃然環境と併せて貴重な景観資源となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）眺望景観 

眺望景観は、眺められる対象の「視対象」と、眺める場所の「視点場」、その間にある「眺望空
間」によって形成されます。 

本市には、市街地の背景となる⾃然景観、丘陵地から眺める市街地景観など、地形の起伏によ
り市内各所で多様な眺望景観を楽しむことができます。 

また、恋⼈岬や番神堂、椎⾕岬や⼣⽇が丘公園など、優れた眺望を楽しみながら市⺠や来訪者
の憩いの空間となる視点場が多数存在します。 

 
 
 

綾⼦舞 荻ノ島（茅葺環状集落） 

椎⾕岬からの眺望景観 恋⼈岬からの眺望景観 
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平成25年10⽉に、満18歳以上の市⺠3,000
⼈を対象とした「景観に関するアンケート」を
実施しました。 

特に好きな景観⼜は⼤切にしたい景観では、
約65％の⽅が「海辺や海岸線の景観」と回答
しました。また、特に優れた眺めの良い景観は

「⽶⼭」が最も多く約26％、次いで「海・海岸
線」が約24％でした。 

⼀⽅、景観づくりに⼒を⼊れるべき場所で最
も多かったのは、「中⼼市街地等の拠点となる
場所」でした。その中でも、具体的な場所とし
ては、「駅周辺」、「アルフォーレ周辺」、「本町
通り」の順に多い結果となりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

景観を守るためのルールでは、約49％の⽅が「最低限のルールが必要」と回答しました。「き
め細かなルールが必要」と「住⺠⾃⾝がつくるルールが必要」を合わせると約78％でした。 

景観を良くするために⾃らがすべきことは、「景観づくりに関⼼を持つ」と回答した⽅が最も多
く約41％、次いで約36％の⽅が「⽇常⽣活の中での取組」と回答しています。 
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市の概要、景観の特徴及び市⺠意識等を踏まえて、景観形成の課題を以下のとおり整理します。 
 

（１）良好な景観形成に向けた市⺠参加の促進と意識の醸成 

良好な景観は豊かな⾃然環境を礎に、⻑い歴史の中で、⼈々の暮らしや様々な営みの積み重ね
によって培われ、受け継がれてきたものです。 

今後もこれらの景観を守り、育てていくためには、市⺠⼀⼈ひとりが⾝近な景観に⽬を向け、
主体的に景観まちづくりに取り組んでいくことが重要です。 

景観に関するイベントの実施や情報提供など、普及・啓発活動に積極的に⼒を⼊れ、市⺠⼀⼈
ひとりの景観に対する意識を醸成し、市⺠や地域が主体となって景観まちづくりに取り組んでい
けるような⼟台づくりが求められています。 

 
 

（２）緩やかな規制誘導による全市の景観⽔準の向上 

本市は、⼭間部から沿岸部まで広がる広⼤な⾃然景観を有しており、市⺠意識を⾒ても⽶⼭を
始めとする⼭々や丘陵地の景観、海辺や海岸線の景観を⼤切にしていきたいという意⾒が多くな
っています。 

⼀⽅で、本市は現在、景観を守っていくための制度が不⾜しています。このため、景観に⼤き
な影響を与える⼤規模な建築物等の建築⾏為や開発⾏為等が、景観に配慮されることなく⾏われ
る可能性があります。 

市⺠が⼤切にしている優れた⾃然景観の保全を図るとともに、市街地等ではこれらと調和した
まち並みの形成、魅⼒的な都市景観の創造を⽬指し、緩やかな規制誘導による全市的な景観⽔準
の向上が求められています。 

 
 

（３）地区単位の景観まちづくりの推進 

本市には、優れた景観を有する地区のほか、⾃主的に景観まちづくりに取り組んでいる地区も
あります。それぞれの地区の意向や提案内容を実現していくためには、地区住⺠の主体的な活動
を促進し、⾏政や事業者等と共に景観まちづくりに取り組んでいける仕組みづくりが必要です。 

また、地区住⺠や市⺠団体等の⾃主的な取組を後押しする⼈材の確保や育成、活動に対する助
成等の⽀援⽅策の検討が求められています。 
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良好な景観の形成に向けて、市⺠・事業者・⾏政がイメージを共有するための⽬標像及び基本
理念を以下のように掲げます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

柏崎の歴史・⽣活⽂化は、⾃然との共⽣から⽣まれたと⾔っても過⾔ではありません。 
変化に富んだ海岸は、⾵光明媚な北国街道や海⾵に耐えるまち並みを育て、豊かな河川は、運

輸、治⽔、新⽥開発の歴史を積み重ね、雄⼤な⼭々は、⽣活の知恵と技を⽣み出してきました。 
これらの「歴史と⽣活⽂化」を、景観形成の中⼼に据えることで、現代に息づく多彩な景観を

市⺠⼀⼈ひとりが磨き、育て、柏崎を個性と魅⼒にあふれたまちへと発展させていくことを⽬指
します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 3-1 ⽬標像及び基本理念のイメージ 
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⽬標像及び基本理念を実現するため、基本的な取組の考え⽅を以下のとおり定めます。 
 

（１）市⺠や地域が主体となった景観まちづくりの推進 

●景観に関する情報発信や普及・啓発による市⺠意識の醸成 
●市⺠の主体的な活動促進と地域の⾃⽴性の向上 
●市⺠・事業者・⾏政の適切な役割分担による協働体制づくり 
●教育機関との協働・連携等による⼈材・コミュニティの育成 
●地域固有の歴史・伝統⽂化等の景観資源の継承 

 
 

（２）良好な景観形成を推進する⽅策・制度の活⽤ 

●全市を対象にした届出制度による規制誘導 
（景観への影響が⼤きい⼤規模な建築物等を対象） 
●重点的・先導的な景観形成を後押しする⽀援制度の創設 
●道路や河川、公園等の公共施設の景観誘導・整備 
●景観重要建造物・樹⽊の指定制度の活⽤ 

 
 

（３）柏崎らしい個性ある景観の形成 

●豊かな⾃然景観の保全・活⽤ 

●市街地の背景となる海・⼭・川・⽥園等の⾃然景観の保全 
●貴重な⾃然景観を感じることができる眺望景観の活⽤ 
●荒廃した⼭林や耕作放棄地等の抑制に向けた取組の推進 

 
●個性的で活⼒ある市街地と潤いのある集落景観の形成 

●周辺と調和したまち並みの形成 
●地域に根ざした暮らし・営みによる集落景観の維持・保全 
●⾝近な⽣活環境の保全 

 
●柏崎の顔となる魅⼒的な拠点景観の形成 

●中⼼市街地における魅⼒的な景観の創造と回遊性の向上 
●歴史的・⽂化的資源と調和したまち並み景観の創出 
●潤いのある緑豊かな都市景観の形成 
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良好な景観形成を⼀体的に進めていくため、
景観法第８条第２項第１号に規定する景観計
画区域は、柏崎市全域とします。 

 
 
 

地勢や⼟地利⽤、歴史的背景などを基に、景
観計画区域を以下のとおり５つに区分します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区域ごとに、景観の特徴を踏まえた景観形成の⽅針を定め、柏崎らしい景観形成を進めていき
ます。 

さらに、特定の景観の保全や形成が必要な地区は、後述する「重点地区（第6章）」に指定し、
きめ細かな景観誘導と、地区住⺠との協働による景観形成を促進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1 景観計画区域図 

図 4-2 景観計画区域のイメージ 

（１）中⼼市街地区域 

（２）⼀般市街地区域 

（３）海岸⽔辺区域 

（４）⾕あい⽥園区域 

（５）⼭岳丘陵区域 
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中⼼市街地区域 

⼀般市街地区域 

海岸⽔辺区域 

⾕あい⽥園区域 

⼭岳丘陵区域 

図 4-3 景観計画区域の区分図 
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（１）中⼼市街地区域 
 

景観の特徴 

柏崎駅や多数の商店街などが⽴地するとともに、官公庁や教育施設の集積する都市活動の中⼼
地です。古くは北国街道・柏崎宿として発展し、社寺や⼩路などの歴史的・⽂化的景観と、良好
な住宅地、再開発や⼟地区画整理事業による新しい景観が共存しています。 

 
 

景観形成⽅針 
 

本市の中⼼市街地として、個性とにぎわいが感じられるまち並み景観を形成します 
 

●回遊性の向上や緑化の推進による、市の⽞関⼝にふさわしい魅⼒的な都市景観の形成 
●地域固有の歴史や⽂化資源の継承・活⽤ 
●歴史を感じさせるまち並み景観の保全・形成 

 
 
 
（２）⼀般市街地区域 
 

景観の特徴 

中⼼市街地を取り巻くように市街地化が進んだ地域です。中⼩の⼯場が密集する⼯業地帯や住
宅地が広がり、緑地や街路樹、市街化以前から続く農地が景観に潤いを与えています。近年、沿
道商業施設の進出が進み、新たな商業地域としての⼀⾯も⽣まれています。 

 
景観形成⽅針 

 
落ち着きがあり、潤いが感じられる市街地景観を形成します 

 
●周辺景観と調和した落ち着きのある⽣活環境の保全・形成 
●市街地に潤いを与える緑地空間や、街路樹をいかした緑豊かな市街地景観の形成 
●沿道商業施設や屋外広告物等の景観誘導による沿道景観の創出 
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（３）海岸⽔辺区域 
 

景観の特徴 

全⻑42㎞におよぶ海岸線は、古くから景勝地として知られる福浦⼋景や椎⾕岬などの変化に
富んだ地形が、特徴的な海岸景観と海の⼣⽇に代表される眺望景観を形成しています。また海岸
沿いには北国街道が通り、関所や宿場のまち並み、佐渡⾦銀輸送の遺構などの歴史的・⽂化的景
観が残っています。 

 
景観形成⽅針 

 
海岸景観を保全し、北国街道の趣が感じられるまち並み、集落景観を形成します 

 
●全⻑42㎞に及ぶ海岸線や砂浜、港湾・漁港等の⽔辺景観の保全・形成 
●⽇本海に沈む美しい⼣⽇等の眺望景観の保全・活⽤ 
●北国街道の歴史を感じさせる妻⼊りのまち並みや、⾵除け等の趣のある集落景観の維持・保

全 
 
 
（４）⾕あい⽥園区域 
 

景観の特徴 

⼀般市街地区域に隣接する平野部と、鵜川⽔系や鯖⽯川⽔系に沿った⾕あいに⽔⽥が広がり、
集落が点在する伝統的な⽥園景観を残しています。⾕あいには、本市の中⼼部と⼗⽇町・⼩千⾕
地域を結ぶ道路が通り、古くから縮⾏商など物流が盛んな地域であり、綾⼦舞や越後⽑利⽒の遺
構など、歴史的・⽂化的景観資源が残っています。 

 
景観形成⽅針 

 
⽥園景観を保全し、周辺景観と調和した落ち着きのある集落景観を形成します 

 
●春の新緑、⽥植え時期や刈り⼊れ時期など、四季を通じて様々な表情を⾒せる美しい⽥園景

観の保全 
●背景の⾃然環境と⼀体となった良好な眺望景観の保全・活⽤ 
●地域固有の営みに根ざした農村集落の保全・形成 
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（５）⼭岳丘陵区域 
 

景観の特徴 

⽶⼭、⿊姫⼭、⼋⽯⼭及び⻄⼭連峰の⼭々と周辺の丘陵地は、ブナ林を始めとする緑豊かな⼭
岳景観を構成しています。⼭間の集落では⾥⼭を背景にした棚⽥などの良好な農業景観を維持し、
紙漉きや⺠俗⼯芸を始めとする⽣活⽂化を継承しています。 

 
景観形成⽅針 

 
⼭岳景観を保全し、豊かな緑と⼀体となった集落景観を形成します 

 
●⽶⼭、⿊姫⼭、⼋⽯⼭及び⻄⼭連峰の⼭々を始めとした緑豊かな⼭岳景観の保全 
●市街地の背景となる美しい⼭並みをいかした眺望景観の保全・活⽤ 
●⼭間部の棚⽥やブナ林等の⾥⼭景観と⼀体となった⼭村集落の保全・形成 
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良好な景観形成を進めるため、周辺の景観に⼤きな影響を及ぼすおそれのある⼀定規模以上の
⾏為（届出対象⾏為）については、「景観形成基準」に基づき、緩やかな規制誘導を図ります。 

具体的には、景観計画区域において届出対象⾏為を⾏う場合は、⾏為着⼿の30⽇以上前に市役
所へ届出※1が必要となります。届出された内容は、市による適合審査が⾏われ、不適合と判断さ
れる場合は、必要に応じて助⾔・指導、勧告等を⾏います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図5-1 ⾏為の届出から着⼿までの流れ 
 
※1 国の機関⼜は地⽅公共団体が⾏う⾏為については、通知が必要です。 
※2 計画・設計の変更が可能な早い段階での事前相談を⾏います。 
※3 届出を受理した⽇から30⽇を経過した後でなければ、⾏為に着⼿することはできません。ただし、届出に係る⾏為

が良好な景観の形成に⽀障を及ぼすおそれがないと認める場合には、30⽇の期間を短縮することができます。 
※4 変更命令は、景観法第17条1項に基づく特定届出対象⾏為として、景観条例に定める建築物、⼯作物の形態・⾊彩

等の意匠の制限が対象となります。 
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景観計画区域内で以下の⾏為を⾏う場合は、景観法第16条第１項に基づく届出が必要です。な

お、「重点地区（第6章）」については、別途、届出対象⾏為を定めます。 

 

表5-1 景観計画区域における届出対象⾏為・規模 

届出対象⾏為 対象規模等 

建築物 

新築、増築、改築、移転 
●延べ面積 500 ㎡以上、又は高さ 10m 以上 

（増築の場合は、既存部分を含めた増築後の規模） 

外観を変更することとなる 

修繕、模様替、⾊彩の変更 

●上記のもので、壁面又は屋根面それぞれの総面積の

1/2以上の変更 

工作物※ 

新設、増築、改築、移転 
●築造面積 1,000 ㎡以上、又は地盤面から高さ 10m

以上（増築の場合は、既存部分を含めた増築後の規模） 

外観を変更することとなる 

修繕、模様替、⾊彩の変更 
●上記のもので、外観の総面積の 1/2以上の変更 

開発⾏為 
建築物の建築等を目的とした 

⼟地の区画形質の変更 
●面積 3,000 ㎡以上 

土地の形質の

変更 

土地の開墾、土石の採取、 

鉱物の掘採その他の土地の 

形質の変更 

●面積 3,000 ㎡以上、⼜は切⼟、盛土によって生じる

法面・擁壁の高さが 3m 以上 

屋外の堆積 
屋外における土石、廃棄物、 

再生資源その他の物件の堆積 

●高さ 3m 以上、又は面積 500 ㎡以上かつ堆積期間が

60 日以上 
 

※届出の対象となる工作物は、以下に掲げるものとします。 

●太陽光発電設備、風⼒発電設備その他これらに類する再⽣可能エネルギー発電設備 

●煙突 

●電波塔、広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの 

●鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの 

（ただし、架空電線路⽤並びに電気事業法第 2 条第 1 項第 10 号に規定する電気事業者及び同項第 12 号に規定す

る卸供給事業者の保安通信設備用のもの並びに電気通信事業法第 2 条第 5 号に規定する電気通信事業者の電気通

信用のものは、地盤面からの高さが 15ｍ以上のもの） 

●⾼架⽔槽、サイロ、物⾒塔その他これらに類するもの 

●⽯油類、ガス類、穀物、飼料、セメントその他これらに類するものを貯蔵する施設 

●クラッシャープラント、コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設 

●処理施設（汚物処理場及びごみ焼却場等） 

●⽴体駐⾞場 

●擁壁、門、塀、垣（生垣を除く） 及び柵（カザテを含む） 

●遊園地等の遊戯施設（ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、⾶⾏塔等） 

●その他、市⻑が指定するもの 

【届出の適⽤除外⾏為について】 

上表に掲げる⾏為のうち、通常の管理⾏為や軽易な⾏為、非常災害のため必要な応急措置として⾏う 

⾏為など、景観法第 16 条第 7項の規定に該当するものは、届出が不要となります。 

【景観法の規定による罰則について】 

届出をせずに⾏為に着⼿したもの⼜は虚偽の届出をしたもの、⾏為の着⼿制限に違反して届出に係る 

⾏為に着⼿したもの等は、景観法の規定により罰則を受ける場合があります。 
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全市の景観⽔準の向上を図るため、柏崎市全域を対象に景観法第8条第2項第2号に基づく景観
形成基準を定めます。この基準は、本市の景観形成の指針となるものであり、届出の対象となら
ない⾏為についても配慮が必要です。 

なお、「重点地区（第6章）」については、別途、景観形成基準を定めています。 
 

表5-2 景観計画区域における建築物の景観形成基準 

項 ⽬ 基 準

⾼さ 最⾼限度 
●原則13m以下とする。【遵守基準】 
（ただし、公益上⼜は機能上必要な場合を除く。） 
●周辺の建物との連続性や、眺望を妨げないように配慮する。 

壁⾯ 位置の制限 ●周辺の建物の壁⾯位置や、まち並みの連続性に配慮する。 

形態 
意匠 

建築物の形態 
●周辺との調和に配慮する。 
●屋根形態は、周辺の建物との連続性に配慮する。

屋根・外壁の 
素材・⾊彩 

●光沢の強い材料の使⽤は
避ける。 

●基調⾊には推奨⾊を使⽤
するように努めるととも
に、禁⽌⾊は使⽤しない。

【遵守基準】※マンセル表⾊系による⾊彩の数値基準 

［基調⾊］ ⾊相 明度 彩度

推奨⾊ 
10R〜5Y 3.0以上 4.0以下

上記以外 3.0以上 2.0以下

禁⽌⾊ 
10R〜5Y ― 8.0以上

上記以外 ― 4.0以上
 

その他の意匠 ●建築物全体が統⼀感のある意匠になるように配慮する。 

その他 

建築設備 

●道路等の公共の場所から⾒えにくい位置に設置するように努める。 
●公共の場所から⾒える場合は、植栽や⽬隠しなどで修景に努める。 
●太陽光発電設備や融雪設備を設置する場合は、設置位置などに配慮し、建物と

⼀体的に⾒える形態のものを使⽤する。

外構・植栽 
●敷地内の緑化や植栽に努める。 
●ゆとりと潤いのある空間の創出に努める。
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表5-3 景観計画区域における⼯作物の景観形成基準 

項 ⽬ 基 準

形態意匠 

●周囲に突出感や違和感を与えないよう、⾼さや配置に配慮する。 
●周辺との調和に配慮する。 
●電柱や電線類は、景観に配慮した整理統合を図るとともに、設置する場合は 

極⼒⽬⽴たないように努める。

⾨・塀・柵 ●設置する場合には、周辺との調和に配慮する。

植栽 ●周囲に圧迫感や威圧感を与えないように配慮し、敷地内の植栽に努める。

⾊彩 

●光沢の強い材料の使⽤は
避ける。 

●基調⾊には推奨⾊を使⽤
するように努めるととも
に、禁⽌⾊は使⽤しない。

【遵守基準】※マンセル表⾊系による⾊彩の数値基準

［基調⾊］ ⾊相 明度 彩度

推奨⾊ 
10R〜5Y 3.0以上 4.0以下

上記以外 3.0以上 2.0以下

禁⽌⾊ 
10R〜5Y ― 8.0以上

上記以外 ― 4.0以上
 

 
 

表5-4 景観計画区域における開発⾏為及び⼟地の形質の変更の景観形成基準 

項 ⽬ 基 準

切⼟・盛⼟ 
●切⼟、盛⼟は必要最⼩限とし、法⾯や擁壁が⽣じる場合には、周囲に与える圧迫

感や違和感を軽減するように努める。

緑化 ●法⾯緑化や擁壁の前部緑化に努める。

 
 

表5-5 景観計画区域における屋外の堆積の景観形成基準 

項 ⽬ 基 準

堆積 ●堆積規模は必要最⼩限とし、⾼さはできる限り低く抑え、かつ、整然と積む。

緑化・遮蔽 
●道路等の公共の場所からの⾒え⽅に配慮し、周囲の緑化や柵・塀等による遮蔽に

努める。 
●柵や塀等の形態意匠、⾊彩、素材等は周辺との調和に配慮する。 
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⾊彩基準について 
本計画では、⾊彩を正確かつ客観的に表すための尺度として、「マンセル表⾊系」を使⽤しま

す。「マンセル表⾊系」は、⽇本⼯業規格（JIS）の標準⾊として使⽤されている⾊彩の尺度で、
多くの国々で⽤いられています。 

マンセル表⾊系では、⼀つの⾊彩を「⾊相」、「明度」、「彩度」という三つの属性の組み合わせ
によって表現します。 

 
 

⾊合いを表します。⾚(R)、⻩⾚(YR)、⻩(Y)、⻩緑(GY)、緑(G)、
⻘緑(BG)、⻘(B)、⻘紫(PB)、紫(P)、⾚紫(RP)の計 10 種の基本
⾊とその度合いを⽰す 0〜10 の数字を組み合わせ、5R、10YR の
ように表記します。 

 

⾊の明るさを表します。0〜10 の数値で⽰し、数値が⼩さいほ
ど暗く、⼤きいほど明るい⾊になります。 

 

⾊の鮮やかさを表します。0〜16 程度までの数値で⽰し、数値
が⼤きいほど鮮やかな⾊になります。最⼤の数値は⾊相によって
異なり、⽩・⿊・灰⾊などの無彩⾊は 0 となります。 

 
 

マンセル記号は、これら三つの
属性を組み合わせて⼀つの⾊彩を
表記する記号です。有彩⾊は「⾊
相 明度／彩度」で表記します。 

 
 

【 マンセル記号の例 】 

10Ｒ  5.0 ／ 4.0  
⾊相 明度 彩度 

 

 

 

⾊ 相 

明 度 

彩 度 

※印刷物のため、実際の⾊とは異なる場合があります。

マンセル表色系 
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［基調⾊］ ⾊相 明度 彩度  ［基調⾊］ ⾊相 明度 彩度 

推奨⾊ 10R〜5Y 3.0以上 4.0以下  禁⽌⾊ 10R〜5Y ― 8.0以上 

上記以外 3.0以上 2.0以下  上記以外 ― 4.0以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※印刷物のため、実際の⾊とは異なる場合があります。 

図 5-2 建築物及び⼯作物の⾊彩基準（マンセル表⾊系による⾊彩の数値基準） 
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（１）重点地区の位置付け 

本市は、北国街道に代表される歴史的なまち並みや、都市機能が集積した中⼼市街地等の拠点、
潤いのある住宅地など、個性的な景観を持つ地区が多く存在します。良好な景観形成を推進する
ためには、これらの地区の個性をいかし、さらに魅⼒を⾼めていく必要があります。 

そこで本計画では、特に重点的・先導的に景観形成に取り組む地区を「重点地区」として位置
付けます。重点地区では、地区住⺠等の合意形成に基づき、独⾃の景観形成の⽅針や景観形成基
準などを定め、景観資源や個性をいかした景観形成に取り組むこととします。 

なお、重点地区の指定に当たっては、地区住⺠の要望や意向等を踏まえて、適宜協議しながら
進めていくこととします。 

 
 

（２）重点地区の選定基準 

重点地区は、以下の基準に基づき、景観形成に関する意識の共有が進められていると認められ
る地区を選定します。 

 
 

●良好な景観を形成し、今後も保全・形成を図っていく必要がある地区 

●良好な景観の有無にかかわらず、地域の歴史、⽂化、⾃然等から⾒て、良好な景観を
形成すべき地区 

●地域間の交流・活動の拠点など、良好な景観の形成が望まれる地区 

●地区住⺠等が主体となり、積極的に景観形成に取り組む地区 
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（３）重点地区の指定⼿順 

重点地区の指定は、次の⼿順に沿って進めます。 
 

①選定基準により、重点地区の対象となる地区を選定 

②景観に関するワークショップ、まちあるき、学習会等の活動 

③重点地区の景観計画案（景観形成の⽅針・基準等）の検討 

④重点地区の景観計画案の完成 

⑤地区住⺠等の合意形成 

⑥重点地区の景観計画の決定 

⑦重点地区の指定・公表 

※重点地区の指定に向けては、地域に暮らす住⺠の意思が尊重される必要があるため、地域住⺠が主体となった積
極的な取組が求められます。なお、⾏政は重点地区の指定に向けて、普及啓発や話し合いの場の提供（景観懇談
会の開催）など必要な⽀援を⾏います。 

図 6-1 重点地区の指定⼿順 

 
（４）重点地区の区分 

重点地区は、地区の取組状況や意識醸成の具合等に応じて、次の２地区に区分して指定するこ
ととします。 

 
景観形成重点地区 

●地区住⺠等が主体となって、地区の景観特性や固有の景観資源をいかした独⾃の⽅針・基準
を定め、⾃発的に景観形成に取り組む地区です。 

●きめ細かな規制・誘導と積極的な取組への⽀援、公共事業等を通じて、重点的な景観形成を
推進します。 

 
景観形成推進地区 

●多くの⼈々が利⽤する駅周辺や中⼼市街地など、公共性が⾼く、⾏政による良好な景観形成
が望まれる地区です。 

●公共建築物の規制強化や、公共事業による先導的な景観整備を進めます。また、⼈的⽀援や
技術的⽀援等のソフト⾯の⽀援により、地区住⺠主体の景観形成活動や⽅針・基準づくりを
促進します。 

 

 

柏崎市 
景観審議会 
の意⾒聴取 

市の⽀援 
●普及啓発 
●景観懇談会

の開催 
●専⾨家派遣
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重点地区の選定基準やこれまでの取組等を踏まえ、景観形成重点地区と景観形成推進地区を以
下のとおり指定します。 

なお、景観形成重点地区は、今後も必要に応じて追加指定を⾏っていきます。 
 

表6-1 景観形成重点地区と景観形成推進地区の概要 

区 分 地区名 地区の概要

景観形成重点地区 

椎⾕地区 

●旧椎⾕藩⼀万⽯の城下町として、北前船の交易で栄えた海岸部
に近接する地域。 

●北国街道沿いに切り妻造り・妻⼊りの⺠家が⽴ち並び、椎⾕岬
などの視点場からは、⽇本海とまち並みの眺望景観を望むこと
ができる。

荻ノ島地区 
●⾼柳町地域のほぼ中央に位置し、⽔⽥を囲むように茅葺⺠家が

⽴ち並ぶ環状集落。 
●⼭々に囲まれた農村景観は、⽇本の原⾵景を残している。

景観形成推進地区 中央地区 
●都市活動の中⼼であり、柏崎駅や多数の公共施設、商店街等が

⽴地する。 
●⼩路や社寺等の歴史的・⽂化的景観が数多く残されている。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-2 重点地区の位置 

椎⾕地区（景観形成重点地区） 

荻ノ島地区（景観形成重点地区） 

中央地区（景観形成推進地区） 
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（１）地区の概要と景観の特徴 
 

⾃然・地勢 
椎⾕地区は、⻄側に⽇本海の砂浜が延び、それに並⾏して⾛る北国街道の東側に、丘陵地と⾕

地を利⽤した⽔⽥が広がる、起伏に富んだ地形を有しています。丘陵地の北側は⽇本海へ張り出
し、そこにある椎⾕岬や⼣⽇が丘公園では、⽇本海の眺望をパノラマで⾒渡すことができます。 

集落は北国街道沿いを中⼼に発達し、海⾵に対応した「切り妻造り・妻⼊り」の家屋が短冊状
の敷地に⽴ち並び、「カザテ」と呼ばれる⾵除けが連続する、⽇本海に⾯した街道特有の歴史的な
まち並み景観を形成しています。 

 
 

歴史・⽂化 
古くから交通の要衝であった椎⾕地区では、中世以降、丘陵地に城や社寺が築かれ、江⼾時代

には、椎⾕藩、堀⽒⼀万⽯の城下町として栄えました。現在も椎⾕陣屋跡（県指定史跡）や椎⾕
観⾳堂（市指定史跡）などの歴史的景観資源を多数有しています。 

また、佐渡から江⼾への⾦銀輸送と流通の発達とともに、専業の問屋を置く宿場となり、椎⾕
藩主の⾺匹改良の奨励もあって、安政年間の最盛期には、約8千頭の⾺が集まる「⽇本の三⼤⾺市」
の⼀つとして栄えました。その後、慶応４（1868）年の戊⾠戦争時には、陣屋を始め集落の⼤半
を消失しましたが、明治４年には藩邸等を再建し、北前船の交易拡⼤、近隣の油⽥開発も重なり
復興を果たしました。 

椎⾕地区の⾵⼟は⽂化⼈にも愛され、多くの俳⼈が訪れました。椎⾕観⾳堂へ続く仁王⾨の傍
らには、⽂政４（1821）年にこの地を訪れた俳⼈・巣也が地元の武⽥岡右衛⾨とともに、松尾芭
蕉を偲んで芭蕉が⼤和⾏脚で詠んだ句碑を建⽴しています。 

 
 

景観の特徴 

●⽇本海と丘陵地からなる、豊かな⾃然景観 

●特徴的な地形による眺望景観（⽇本海の眺望、丘陵地の視点場など） 

●多数の⽂化財や史跡などの歴史的・⽂化的景観資源 

●北国街道沿いの切り妻造り・妻⼊りの家並みと伝統的なカザテによる歴史的なまち
並み景観 
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（２）良好な景観の形成に関する⽅針  

 
将来の景観像 

 
 
 
 
 

景観形成の⽅針 
 

北国街道に⾯する歴史的なまち並み景観の保全・形成 

●⽇本海側の街道特有の切り妻造り・妻⼊りの歴史的まち並み景観の保全と形成 
●⿊⾊の和⽡葺の屋根が連続する整った景観の保全 
●カザテなど、地区の伝統的な⼯作物や意匠の保全 
●公共空間や空き地への植栽、⼯作物の設置などによる統⼀感のある沿道景観の形成 

 
 

地域の多様な景観資源を活⽤した拠点景観の創出 

●椎⾕岬や⼣⽇が丘公園などの地形特性をいかした、視点場の有効活⽤と魅⼒の増強 
●椎⾕陣屋跡や椎⾕観⾳堂などの歴史的・⽂化的景観資源の保全と継承 
●景観資源をいかすための資源周辺の修景と保全 
●景観まちづくり拠点としての空き家や空き地などの有効活⽤ 

 
 

住⺠主体の景観まちづくりの推進による地区の活性化 

●景観資源をいかしたまちづくりと、情報発信の充実 
●植栽・草刈り・ゴミ拾いなど、景観資源や空き家・空き地などの適切な維持管理 
●多様な景観資源を活⽤した地区内外との交流促進 
●催事や祭礼など、地区の伝統⽂化の維持・継承 
●地区活動の維持・活性化を図るための⼈的交流と連携の強化 
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図 6-3 椎⾕地区の景観資源と景観形成⽅針 
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図 6-4 椎⾕地区の景観形成重点地区の範囲 
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（３）良好な景観の形成のための⾏為の制限に関する事項 

 
届出対象⾏為 

 
表6-2 椎⾕地区における届出対象⾏為・規模 

届出対象⾏為 対象規模等 

建築物 

新築、増築、改築、移転 
●延べ⾯積 10 ㎡以上 
（増築の場合は、既存部分を含めた増築後の規模）

外観を変更することとなる 
修繕、模様替、⾊彩の変更

●上記のもので、壁⾯⼜は屋根⾯それぞれの総⾯積の
1/4 以上の変更

⼯作物※ 

新設、増築、改築、移転 
●築造⾯積 10 ㎡以上、⼜は地盤⾯からの⾼さ３ｍ以上
（増築の場合は、既存部分を含めた増築後の規模） 

●カザテ、⾨、塀は、規模に関わらず全てのもの

外観を変更することとなる 
修繕、模様替、⾊彩の変更

●上記のもので、外観の総⾯積の 1/2 以上の変更 

開発⾏為 
建築物の建築等を⽬的とした 
⼟地の区画形質の変更

●⾯積 3,000 ㎡以上 

⼟地の形質の
変更 

⼟地の開墾、⼟⽯の採取、 
鉱物の掘採その他の⼟地の 
形質の変更 

●⾯積 3,000 ㎡以上、⼜は切⼟、盛⼟によって⽣じる
法⾯・擁壁の⾼さ 3ｍ以上 

屋外の堆積 
屋外における⼟⽯、廃棄物、 
再⽣資源その他の物件の堆積

●⾼さ 3m 以上、⼜は⾯積 500 ㎡以上かつ堆積期間が
60 ⽇以上

※届出の対象となる⼯作物は、景観計画区域と同様です。（P19） 
 
【届出の適⽤除外⾏為について】 

上表に掲げる⾏為のうち、通常の管理⾏為や軽易な⾏為、⾮常災害のため必要な応急措置として⾏う 
⾏為など、景観法第 16 条第 7 項の規定に該当するものは、届出が不要となります。 

【景観法の規定による罰則について】 
届出をせずに⾏為に着⼿したもの⼜は虚偽の届出をしたもの、⾏為の着⼿制限に違反して届出に係る 

⾏為に着⼿したもの等は、景観法の規定により罰則を受ける場合があります。 
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景観形成基準 
表6-3 椎⾕地区における建築物の景観形成基準 

項 ⽬ 基 準

⾼さ 最⾼限度 

●2 階建以下とする。 【遵守基準】
●原則 10m 以下とする。 【遵守基準】 
（ただし、公益上⼜は機能上必要な場合を除く。） 
●周辺の建物との連続性や、眺望を妨げないように配慮する。 

壁⾯ 位置の制限 ●周辺の建物の壁⾯位置や、まち並みの連続性に配慮する。 

形態 
意匠 

建築物の形態 

●周辺と調和し、全体的にまとまりのある形態とする。 
●北国街道沿いでは、切り妻造り・妻⼊りの屋根形態を基本とする。 
●それ以外の地区では、勾配屋根を基本とし、歴史的まち並み景観と調和する

ように配慮する。 
●開⼝部は、ドア式の使⽤を極⼒避け、周辺と調和する素材・⾊彩を使⽤する

ように努める。

屋根の 
素材・⾊彩 

●歴史的まち並み景観と調和する
ように、できる限り屋根は和⽡
葺、⿊系の⾊彩を使⽤する。 

●光沢の強い材料の使⽤は避ける。

【遵守基準】
※マンセル表⾊系による⾊彩の数値基準 

［基調⾊］ ⾊相 明度 彩度

推奨⾊ 10R〜5Y 3.0 以上 4.0 以下
上記以外 3.0 以上 2.0 以下

禁⽌⾊ 10R〜5Y ― 8.0 以上
上記以外 ― 4.0 以上

 

外壁の 
素材・⾊彩 

●歴史的まち並み景観と調和する
ように、できる限り落ち着いた⾊
彩を使⽤する。また、下⾒板を始
めとする⾃然素材を使⽤するよ
うに努める。 

●光沢の強い材料の使⽤は避ける。
その他の意匠 ●建築物全体が統⼀感のある意匠になるように配慮する。 

その他 
建築設備 

●できる限り道路等の公共の場所から⾒えにくい位置へ設置する。 
●公共の場所から⾒える場合は、⾃然素材を⽤いた⽬隠しなどで修景に努める。
●太陽光発電設備や融雪設備を設置する場合は、設置位置などに配慮し、建物と

⼀体的に⾒える形態のものを使⽤する。

外構・植栽 ●敷地内の緑化や植栽に努める。
●ゆとりと潤いのある空間の創出に努める。

表6-4 椎⾕地区における⼯作物の景観形成基準 

項 ⽬ 基 準

形態意匠 

●原則⾼さ 10ｍ以下とする。（ただし、公益上⼜は機能上必要な場合を除く。）
●設置する場合には、周辺との調和に配慮する。 
●電柱や電線類は、景観に配慮した整理統合を図るとともに、設置する場合は

極⼒⽬⽴たないように努める。 
●全体として統⼀感のある歴史的まち並み景観の形成に配慮する。 

⾨・塀・柵 
●⽊製や⽵製の伝統的カザテの設置に努める。
●設置する場合には、周辺との調和に配慮し、⽊材等の⾃然素材を使⽤するよう

に努める。 
植栽 ●周囲に圧迫感や威圧感を与えないように配慮し、敷地内の植栽に努める。

⾊彩 

●光沢の強い材料の使⽤は
避ける。 

●基調⾊には推奨⾊を使⽤
するように努めるととも
に、禁⽌⾊は使⽤しない。

【遵守基準】※マンセル表⾊系による⾊彩の数値基準

［基調⾊］ ⾊相 明度 彩度

推奨⾊ 10R〜5Y 3.0 以上 4.0 以下
上記以外 3.0 以上 2.0 以下

禁⽌⾊ 10R〜5Y ― 8.0 以上
上記以外 ― 4.0 以上

 

  
※「開発⾏為」、「⼟地の形質の変更」、「屋外の堆積」の基準は、景観計画区域と同様です。（P21） 
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（１）地区の概要と景観の特徴 

 
⾃然・地勢 
荻ノ島地区は、⾼柳町地域のほぼ中央に位置し、地区の南東を流れる鯖⽯川の激しい浸⾷によ

り、⼭間に半島状の台地を形成しています。台地の周囲には、薬師岳や天王⼭などの⼭々が連な
り、島のようにも⾒えることから、古くは「沖の島」とも書き表されていました。集落域は、中
央部の前⽥（マエダ：⽔⽥）を、道路・江川（エガワ：環状⽔路）・茅葺⺠家を含む家屋がとり囲
む、全国でも珍しい環状集落を形成しています。この環状の集落形成は、沢⽔を⽣活や農耕に効
率よく利⽤するために発達したものと考えられています。 

このほか集落周辺には、緩やかな斜⾯が連続する耕作地跡や杉林があり、⾼台の耕作地を結ぶ
⽣活道路、江頭（エガシラ）と呼ばれる⽔源や⽔路、池（タネ）やハサ、柿・杉などを⽤いた屋
敷林など、⼭間の農業と深く結びついた景観が広がっています。 

 
 

歴史・⽂化 
荻ノ島地区では、縄⽂時代中期頃の営みが確認されています。江⼾中期以降、⽤⽔の開削と新

⽥開発を⾏い、江⼾時代後期には、30軒以上が稲作を⾏う環状集落を形成していました。家屋も
農作業の場と居住空間の連続性を重視した間取りと住まい⽅が、豪雪地特有の中⾨造りやせがい
造りなどの意匠とともに受け継がれています。 

また、集落の南⻄側には、延慶年間（1308年〜）創建と伝わる妙楽寺跡があり、寺院移転後も
上杉家の祈願所が設けられるなど、⻑く近隣の信仰を集めていました。現在の集落内には、松尾
神社と御神⽊の⼆本杉（市指定天然記念物）などの景観資源があり、前⽥や茅葺⺠家とともに⽂
化的景観を形成しています。 

荻ノ島地区では、これらの地域資源をいかし、都市部の組織や芸術団体などと連携し、農作業
体験や除雪ボランティア、茅葺⺠家の保全活動など、荻ノ島の暮らしに共感する⼈々との交流・
連携を図っています。 

 
 

景観の特徴 

●⽔⽥、⽤⽔、⽣活道路、茅葺⺠家を含む家並みで構成される環状集落 

●斜⾯地を利⽤した耕作地に囲まれた⼭間の農業景観 

●農作業を重視した伝統的な建築物と住まい⽅などの⽣活景観 



34 

（２）良好な景観の形成に関する⽅針 

 
将来の景観像 

 
 
 
 
 

景観形成の⽅針 
 

⾃然・農地と⼀体の環状集落の保全と景観形成 

●前⽥（マエダ）を中⼼とした環状集落と茅葺⺠家、農業景観の維持と保全 
●⽣活の伝統と意匠を受け継ぐ建築物・⼯作物の保全と継承 
●茅葺⺠家が⽴ち並ぶ景観に調和する建築物・⼯作物などの修景 
●環状道路や江頭（エガシラ）へのみちなど、⽣活道路の保全 
●環状⽔路（エガワ）の保全と活⽤ 

 
 

住⺠主体の景観まちづくりの推進による地区の活性化 

●茅葺⺠家をいかしたまちづくりと、情報発信の充実 
●農地との関わりを⼤切にした⽣活景観の継承 
●多様な景観資源を活⽤した深い関わりを育み共感を得る交流の継承と促進 
●催事や祭礼、⽣活技術などの地区の伝統⽂化の維持と継承 
●地区活動の維持・活性化を図るための⼈的交流と連携の強化 
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図 6-5 荻ノ島地区の景観資源と景観形成⽅針 



36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-6 荻ノ島地区の景観形成重点地区の範囲 
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（３）良好な景観の形成のための⾏為の制限に関する事項 

 
届出対象⾏為 

表6-5 荻ノ島地区における届出対象⾏為・規模 

届出対象⾏為 対象規模等 

建築物 

新築、増築、改築、移転 
●延べ⾯積 10 ㎡以上 
（増築の場合は、既存部分を含めた増築後の規模）

外観を変更することとなる 
修繕、模様替、⾊彩の変更

●上記のもので、壁⾯⼜は屋根⾯それぞれの総⾯積の
1/4 以上の変更

⼯作物※ 

新設、増築、改築、移転 
●築造⾯積 10 ㎡以上、⼜は地盤⾯からの⾼さ 3ｍ以上
（増築の場合は、既存部分を含めた増築後の規模）

外観を変更することとなる 
修繕、模様替、⾊彩の変更

●上記のもので、外観の総⾯積の 1/2 以上の変更 

開発⾏為 
建築物の建築等を⽬的とした 
⼟地の区画形質の変更 

●⾯積 3,000 ㎡以上 

⼟地の形質の
変更 

⼟地の開墾、⼟⽯の採取、 
鉱物の掘採その他の⼟地の 
形質の変更 

●⾯積 3,000 ㎡以上、⼜は切⼟、盛⼟によって⽣じる
法⾯・擁壁の⾼さ 3m 以上 

屋外の堆積 
屋外における⼟⽯、廃棄物、 
再⽣資源その他の物件の堆積

●⾼さ 3ｍ以上、⼜は⾯積 500 ㎡以上かつ堆積期間が
60 ⽇以上

※届出の対象となる⼯作物は、景観計画区域と同様です。（P19） 
 
【届出の適⽤除外⾏為について】 

上表に掲げる⾏為のうち、通常の管理⾏為や軽易な⾏為、⾮常災害のため必要な応急措置として⾏う 
⾏為など、景観法第 16 条第 7 項の規定に該当するものは、届出が不要となります。 

【景観法の規定による罰則について】 
届出をせずに⾏為に着⼿したもの⼜は虚偽の届出をしたもの、⾏為の着⼿制限に違反して届出に係る 

⾏為に着⼿したもの等は、景観法の規定により罰則を受ける場合があります。 
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景観形成基準 
表6-6 荻ノ島地区における建築物の景観形成基準 

項 ⽬ 基 準

⾼さ 最⾼限度 

●2 階建以下とする。 【遵守基準】
●原則 10m 以下とする。 【遵守基準】 
（ただし、公益上⼜は機能上必要な場合を除く。） 
●周辺の建物との連続性や、眺望を妨げないように配慮する。 

壁⾯ 位置の制限 ●農地との関わりを重視し、周辺との調和に配慮する。 

形態 
意匠 

建築物の形態 

●勾配屋根を基本とし、農村集落景観と調和するように配慮する。 
●開⼝部は、ドア式の使⽤を極⼒避け、周辺に調和する素材・⾊彩を使⽤する 

ように努める。 
●中⾨造りやせがい造りなど、集落の伝統的な意匠を継承するように努める。

屋根の 
素材・⾊彩 

●茅葺⼜は⾦属板葺・和⽡葺を推奨
する。 

●農村集落景観と調和するように、
⿊・茶・⾚系の⾊彩を使⽤する。

●光沢の強い材料の使⽤は避ける。

【遵守基準】
※マンセル表⾊系による⾊彩の数値基準 

［基調⾊］ ⾊相 明度 彩度

推奨⾊ 10R〜5Y 3.0 以上 4.0 以下
上記以外 3.0 以上 2.0 以下

禁⽌⾊ 10R〜5Y ― 8.0 以上
上記以外 ― 4.0 以上

 外壁の 
素材・⾊彩 

●農村集落景観と調和するように、
できる限り落ち着いた⾊彩を使
⽤する。また、下⾒板を始めとす
る⾃然素材を使⽤するように努
める。 

●光沢の強い材料の使⽤は避ける。
その他の意匠 ●建築物全体が統⼀感のある意匠になるように配慮する。 

その他 
建築設備 

●できる限り道路等の公共の場所から⾒えにくい位置へ設置する。 
●公共の場所から⾒える場合は、⾃然素材を⽤いた⽬隠しなどで修景に努める。
●太陽光発電設備や融雪設備を設置する場合は、設置位置などに配慮し、建物と

⼀体的に⾒える形態のものを使⽤する。

外構・植栽 ●敷地内の緑化や植栽に努める。
●ゆとりと潤いのある空間の創出に努める。

 
表6-7 荻ノ島地区における⼯作物の景観形成基準 

項 ⽬ 基 準

形態意匠 

●原則⾼さ 10ｍ以下とする。（ただし、公益上⼜は機能上必要な場合を除く。）
●設置する場合には、周辺との調和に配慮する。 
●電柱や電線類は、景観に配慮した整理統合を図るとともに、設置する場合は

極⼒⽬⽴たないように努める。 
●全体として統⼀感のある農村集落景観の形成に配慮する。 

⾨・塀・柵 ●設置する場合には、周辺との調和に配慮し、⽊材等の⾃然素材を使⽤するよう
に努める。 

植栽 ●周囲に圧迫感や威圧感を与えないように配慮し、敷地内の植栽に努める。

⾊彩 

●光沢の強い材料の使⽤は
避ける。 

●基調⾊には推奨⾊を使⽤
するように努めるととも
に、禁⽌⾊は使⽤しない。

【遵守基準】※マンセル表⾊系による⾊彩の数値基準

［基調⾊］ ⾊相 明度 彩度

推奨⾊ 
10R〜5Y 3.0 以上 4.0 以下
上記以外 3.0 以上 2.0 以下

禁⽌⾊ 
10R〜5Y ― 8.0 以上
上記以外 ― 4.0 以上

 

※「開発⾏為」、「⼟地の形質の変更」、「屋外の堆積」の基準は、景観計画区域と同様です。（P21） 
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（１）地区の概要と景観の特徴 

 
⾃然・地勢 
中央地区は柏崎平野の南⻄に位置し、⽇本海と鵜川・鯖⽯川に挟まれ、内陸に向けて砂丘と低

地が連続する地域です。海沿いには、公園や公共施設が多く⽴地し、北側には緑地を含む良好な
住宅地が広がっています。内陸側の砂丘の尾根には北国街道が通り、市の中⼼街が形成され、駅
前の低地へとまち並みが連続しています。そこには街道沿いの町家や社寺、近年の再開発地区な
ど多様な景観が形成されています。 

平成19年の新潟県中越沖地震では⼤きな被害を受けましたが、震災復興により、にぎわい再⽣
を⽬的とした街路整備や、防災機能を持つ都市公園などの整備が進み、新しいまちの景観となっ
ています。 

 
 

歴史・⽂化 
鵜川河⼝付近から始まった中央地区のまちは、江⼾時代には北国街道の発達に伴い柏崎宿とな

り、まち並みは東本町へ広がりました。柏崎宿には社寺も多く、遊興地や切り妻を主体とした町
家とともに、にぎやかな商⼈町を形成していました。 

納屋町と呼ばれた港町は、物流の拠点として北前船の荷揚げ場や倉庫が⽴ち並び、佐渡からの
⾦銀輸送のための⾦蔵も設置されました。 

柏崎宿は縮⾏商⼈のまちでもあり、商いを通じて江⼾・京阪の⽂化を吸収し、貞⼼尼や原松洲
などの⽂⼈の来訪も多い先進的な⽂化都市でもありました。現在も残る⼩路の名前には、当時の
⼈名や地名などが残っています。 

明治13年から相次いだ⽕災により、柏崎宿の北側へ遊興地の移転を⾏い、住宅地拡⼤の契機と
なりました。また、明治30（1897）年に北越鉄道柏崎駅が開設し、駅周辺は⽯油産業の進出を
契機に、⼯業と陸上運輸の拠点へ発展しました。その後、昭和初期には計画的な⼟地開発も⾏わ
れ、現在の中央地区の基盤が出来上がりました。 

 
 

景観の特徴 

●近代の開発を基盤とした駅周辺の都市景観 

●再開発地域と震災復興のまち並みなどの新しい景観 

●北国街道や宿場の歴史を伝える歴史的・⽂化的景観 

●⽇本海の⾃然景観と公共・⽂教地区の景観 

●良好な住宅と緑地の景観 
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（２）良好な景観の形成に関する⽅針 

 
景観形成の⽅針 
景観特性により、地区内を以下のとおり５つのゾーンに区分し、区域ごとに景観形成の⽅針を

定めます。 
 

表6-8 中央地区のゾーン区分と景観形成の⽅針 

ゾーン区分 景観形成の⽅針

駅前 
ゾーン 

進化し続けるターミナルと防災の拠点 
（明治３０年代及び昭和初期を中⼼とした開発地域） 

●柏崎の顔としての⾵格が感じられる、新たな拠点景観の創出 
●歴史を継承したゆとりある都市景観と、防災拠点の融合 
●統⼀感のあるまち並みの形成や緑化など、住⺠・事業者・⾏政の協働による潤い

のある景観まちづくりの推進

東本町 
ゾーン 

再開発と震災復興が連続する新しいまち並み 
（江⼾時代を中⼼に発達した商業地） 

●再開発地区と震災復興地区の連続性が⽣み出す、物語のある景観形成 
●公共空間や空きスペースを活⽤した、景観演出やイベントなどによるにぎわい 

景観の創出 
●町屋特有の前庭や坪庭と外構の組み合わせによる、潤いある景観の維持

⻄本町 
ゾーン 

北国街道の名残を感じる落ち着いたまち並み 
（江⼾時代を中⼼に発達した商業地） 

●砂丘の緩やかな⾼低差と、歴史を感じさせる町屋による⾵情ある景観の保全 
●北国街道を軸として展開する、⼩路や社寺などの歴史的・⽂化的景観資源の保全

と活⽤ 
●町屋特有の前庭や坪庭と外構の組み合わせによる、潤いある景観の維持

海岸・公共 
ゾーン 

⽇本海に開けた公共と教育の中⼼ 
（明治時代以降に発達した公共・⽂教地区） 

●公園や道路などの公共空間を中⼼とした魅⼒的な海沿い景観の形成 
●公共施設や教育施設が集積する地区にふさわしい、落ち着きと潤いのある景観の

保全と形成 

緑地・住宅 
ゾーン 

緑と営みのコントラストが際⽴つ住宅地 
（明治時代の⼤⽕以降に拡⼤した地域） 

●公園・緑地や緑化帯が点在する落ち着きのある住宅地景観の保全 
●敷地内の緑化による、潤いある住環境の維持
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図 6-7 中央地区の景観資源とゾーン区分 








































































